
大田市告示第１１８号 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和５年８月３日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 大田市の伝統行事や祭り、文化芸能や自然を活用したイベント開

催を支援することにより、地域の賑わいを創出し、活性化を図ることを

目的として、おおだの賑わい創出支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、大田

市補助金等交付規則（平成１７年大田市規則第４５号）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の

定めるところによる。 

(１) 行祭事 地域住民の生活において伝統と慣行により継承されてき

た、恒例として日を定め執り行う歴史的催し・祭り、郷土芸能等をい

う。 

(２) イベント 常設又は特設の会場施設において行われる博覧会、見

本市、コンベンション等をいう。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）

は、次の各号に掲げる団体とする。 

(１) 大田市の産業振興に関わる民間団体（観光協会、商工会議所、商

工会、旅館組合、旅行業者、運輸機関、ＮＰＯ法人等をいう。） 

(２) 上記の民間団体で構成された実施団体 

(３) その他、市長が適当と認める団体 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、大田市の観光資源や地場産品の振興を図り、産

業振興に寄与する行祭事及びイベント（以下「イベント等」という。）



とし、別表に定めるとおりとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業を実施するために要する経費であって、次の各号に掲げる

経費とする。 

(１) イベント等の運営に必要な経費 

(２) その他市長が必要と認める経費 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の５分の４以内とし、上限額は別表

のとおりとする。ただし、その額に１，０００円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、おおだの賑わ

い創出支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。

）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) その他参考となる事項を記載した書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金の申請書の提出があったときは、

審査の上おおだの賑わい創出支援事業補助金交付決定通知書（様式第２

号）による交付決定を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の

目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すこと

ができる。 

（補助事業の内容の変更） 

第９条 前条の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

事業の内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、あ

らかじめおおだの賑わい創出支援事業補助金変更承認申請書（様式第３

号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微

な変更は、この限りではない。 

２ 市長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補

助対象事業の変更又は中止を承認した場合においては、おおだの賑わい



創出支援事業補助金変更承認通知書（様式第４号）により補助事業者へ

通知するものとする。 

（補助金の概算払の請求） 

第１０条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、お

おだの賑わい創出支援事業補助金概算払請求書（様式第５号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、補助金の全部又は一部を概算払

するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業完了後１箇月以内におおだの賑わ

い創出支援事業補助金実績報告書（様式第６号。以下「実績報告書」と

いう。）を市長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 補助対象経費の支払いがわかる書類の写し 

(２) 補助対象事業の収支決算書 

(３) 補助対象事業を実施したことがわかるもの 

（補助金等の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、

報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る

補助対象事業の実施結果が補助金交付の決定の内容（第９条に基づく承

認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合す

ると認められた時は、交付すべき補助金の額を確定し、おおだの賑わい

創出支援事業補助金交付確定通知書（様式第７号）を補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条

の規定による通知を受けた後、速やかにおおだの賑わい創出支援事業補

助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した施設又は備品等

を売却、譲渡、交換、処分しようとするときは、市長の承認を得なけれ

ばならない。ただし耐用年数を経過したものについては、この限りでは

ない。 



（交付の決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した時は、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(４) 当該補助事業に関し法令等、この規則又はこれに基づく処分もし

くは命令に違反したとき。 

(５) 補助金の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通

を受けたものが、法令等、この規則その他市長が定める条件に違反し

たとき。 

２ 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があ

った後についても適用する。 

３ 市長は、前２項の規定により交付決定を取り消したときは、おおだの

賑わい創出支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）によりそ

の旨を補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１６条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助

事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されていると

きは、補助事業者に対し、おおだの賑わい創出支援事業補助金返還命令

書（様式第１０号）により期限を定めてその返還を命ずる。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、

おおだの賑わい創出支援事業補助金返還命令書（様式第１０号）により

期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

１ この告示は、令和５年８月３日から施行し、令和５年４月１日から適

用する。 

２ おおだの賑わい復活支援事業補助金交付要綱（令和４年大田市告示第

８０号）は、廃止する。 



３ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同

日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効

力を有する。 

別表（第４条、第６条関係） 

補助対象事業 補助上限金額 

行祭事 90万円 

イベント 30万円 

 



様式第 1号（第 7条関係） 

年  月  日  

 

大田市長     様 

所在地  

団体名  

代表者  

 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付申請書 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 7 条第 1 項の規定により下記のとおり補助金

の交付を申請します。 

 

 記  

 

1.補助金交付申請額  金    円 

2.補助対象事業の名称と事業費 

事 業 名 称 事 業 費 

 円 

 

3.補助対象事業着手及び完了予定年月日 

着手：  年 月 日 

完了：  年 月 日 

 

4.添付書類 

(1)事業計画書 

(2)収支予算書 

(3)その他参考となる事項を記載した書類 

 



様式第 2号（第 8条関係） 

 

指令  第    号 

年    月   日 

     様 

大田市長        

 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付で申請のあったおおだの賑わい創出支援事業補助金の交付については、

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 8条の規定により下記のとおり決定する。 

 

記 

 

 

1.補助対象事業  

 

2.補助金交付決定額  金    円 

 

3.交付の条件 

補助対象者は、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定に従うこと。 

 



様式第 3号（第 9条関係） 

年  月  日 

 

大田市長    様 

所在地  

団体名  

代表者  

 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金変更承認申請書 

 

   月  日付け指令 第 号で補助金交付決定のあったおおだの賑わい創出支援事業補

助金について、下記のとおり変更したいので、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第

9条第 1項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

1.変更内容 

 

2.変更理由 

 

3.変更の年月日   年  月  日（予定） 

 

4.補助金の変更後の額  金       円 

 

5.添付書類 

(1) 補助対象経費の変更にあっては、変更の根拠となる書類 

(2) 収支予算書 

(3) その他必要と認められる書類 

 



様式第 4号（第 9条関係） 

指令  第   号 

年   月   日 

 

           様 

 

大田市長        

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金変更決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあったおおだの賑わい創出支援事業補助金変更承認申請に

ついては、下記のとおり変更を承認したので、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第

9条第 2項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

1.補助対象事業 

 

2.変更交付決定額  金   円 

 

3.補助金の交付条件 

補助対象者は、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定に従うこと。 

 



様式第 5号（第 10条関係） 

 

年   月   日 

 

大田市長    様 

所在地  

団体名  

代表者  

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金概算払請求書 

 

   年  月  日付け指令 第  号で交付決定のあったおおだの賑わい創出支援事業

補助金の概算払を受けたいので、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 10 条第 1 項の

規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

1.請求額  金     円 

 

2.内訳 

交付決定額 円 

既概算払受領額 円 

今回請求額 円 

残額 

（交付決定額－既概算払受領額－今回

請求額） 

円 

 

3.振込先 

金融機関名・支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 ・ その他（     ）  

口座番号  

口座名義  

 



様式第 6号（第 11条関係） 

 

年  月  日 

 

大田市長  様 

所在地  

団体名  

代表者  

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け指令 第  号で交付決定通知のあったおおだの賑わい創出支援

事業補助金について、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 11 条の規定により、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

1.補助対象事業 

 

2.補助対象事業の着手及び完了年月日 

着手：  年  月  日    完了：  年  月  日 

 

3.補助事業の経費精算額       円 

 

4.補助金交付決定通知額       円 

 

5.添付書類 

(1)補助対象経費の支払いがわかる書類の写し 

(2)補助対象事業の収支決算書 

(3)補助対象事業を実施したことがわかるもの 

 



様式第 7号（第 12条関係） 

 

指令  第   号 

年   月   日 

 

  様 

 

大田市長        

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付けで実績報告のあったおおだの賑わい創出支援事業補助金について、

下記のとおり補助金額を確定したので、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 12 条の

規定より、通知します。 

 

記 

 

1.補助金交付決定年月日       年  月  日 

 

2.補助金交付決定指令番号    指令  第   号 

 

3.補助金の交付決定額              円 

 

4.補助対象事業の精算額             円（補助対象） 

 

5.補助金の交付確定額              円 

 

6.（交付決定額）－（交付確定額）        円 

 



様式第 8号（第 13条関係） 

 

年   月   日 

 

大田市長    様 

所在地  

団体名  

代表者  

 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付請求書 

 

   年  月  日付け指令 第  号で交付額の確定があったおおだの賑わい創出支援

事業補助金について、おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 13 条の規定により、下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

1.請求額    金        円 

 

2.補助金の内訳 

(1)補助金の既交付額 

   年  月  日交付     円 

   年  月  日交付     円 

(2)今回請求額             円 

 

3.振込先 

金融機関名・支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 ・ その他（    ） 

口座番号  

口座名義  

 



様式第 9号（第 15条関係） 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

年   月   日 

 

    様 

 

大田市長       

 

   年  月  日付け指令 第  号で交付決定した補助金については、次のとおりそ

の決定の全部（一部）を取り消したので、おおだの賑わい創出支援事業補助金第 15 条第 3 項の

規定により通知します。 

 

記 

 

1.補助対象事業 

 

2.補助金交付額 

  取消し前の額     円 

  取消し後の額     円 

 

3.取消しの理由 

 

4.取消し部分の内容 

 

5.指示事項等 

 

6.摘要 

 



様式第 10号（第 16条関係） 

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金返還命令書 

 

年   月   日 

 

    様 

 

大田市長       

 

おおだの賑わい創出支援事業補助金交付要綱第 16 条第 2 項の規定により、次のとおり返還を

命ずる。 

記 

 

1.返還すべき金額             円 

 

2.返還期限          年  月  日まで 

 

3.返還を命ずる理由 

 

4.返還方法 

 

5.補助金交付決定年月日   年  月  日 

 

6.補助金交付決定指令番号 指令  第  号 

 

7.補助金の交付決定額 

 

8.補助金の既交付額    年  月  日    交付   円 

 

9.補助金の交付確定額          円 


